
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
住

宅

課
）

一

告

示

�
香
川
の
保
存
木
の
指
定

（
み
ど
り
保
全
課
）

二

�
香
川
の
保
存
木
の
指
定
の
解
除

（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
施
術
担
当
者
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
再
開
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

三

�
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
告
示
第
千
三
百
二
号
（
農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
等
の
面
積

の
指
定
）
の
一
部
改
正

（
農

政

課
）

�
道
路
の
供
用
開
始

（
道
路
保
全
課
）

四

�
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）

（

〃

）

�
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始

（

〃

）

五

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

六

�
道
路
の
位
置
指
定
の
一
部
廃
止

（

〃

）

公

告

�
香
川
地
域
森
林
計
画
の
計
画
書
及
び
森
林
計
画
図
の
縦
覧

（
み
ど
り
保
全
課
）

�
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
に
係
る
異
種
目
換
地
の
指
定

（
土
地
改
良
課
）

教
育
委
員
会
規
則

�
県
立
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

七

�
香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八

�
香
川
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一
一

教
育
委
員
会
告
示

�
平
成
十
七
年
香
川
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号
（
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の
指
定
）
の
一

部
改
正

一
五

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
昭
和
三
十
八
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号
（
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
地
方

事
務
局
設
置
）
の
一
部
改
正

香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
二
十
二
号

香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

現
に
県
営
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
者
（
以
下
「
既
存
入
居
者
」
と
い
う
。
）
の
同
居
者
の
人
数

に
増
減
が
あ
つ
た
こ
と
又
は
既
存
入
居
者
若
し
く
は
同
居
者
が
加
齢
、
病
気
等
に
よ
つ
て
日
常
生

活
に
身
体
の
機
能
上
の
制
限
を
受
け
る
者
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
入
居
者
を
募
集
し
よ
う
と
し

て
い
る
県
営
住
宅
に
当
該
既
存
入
居
者
が
入
居
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

第
二
条

香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
又
は
既
存
入
居
者
若
し
く
は
」
を
「
、
既
存
入
居
者
又
は
」
に
、
「
に
よ
り
」

を
「
そ
の
他
既
存
入
居
者
又
は
同
居
者
の
世
帯
構
成
及
び
心
身
の
状
況
か
ら
み
て
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
（
表
面
）
中
「□

５０
歳
以
上

」
を
「□

６０
歳
以
上

」
に
、
「□

身
体
障
害
者

」
を
「□

障
害
者

」
に
、
「□

ハ
ン
セ
ン
病

」
を
「□

ハ
ン
セ
ン
病
□
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
者

」
に
、
「満

５０
歳
以
上

」
を
「６０

歳
以
上

」
に
、
「満

１８
歳
未
満

」
を
「１８

歳
未
満

」
に
、
「身

体
障
害
者
世
帯

」

を
「障

害
者
世
帯

」
に
、
「

」
を
「

帯

」
に
改
め
、
同
様
式
（
表
面
）
備
考
中
３
を
４

と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第１０１号

平 成１７年

１２月２６日（月曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

６
．精
神
障
害
者
世
帯
７
．ハ
ン
セ
ン
病
世
帯

６
．ハ
ン
セ
ン
病
世
帯

７
．小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
の
世
帯

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

一



附

則

こ
の
規
則
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
（
香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
第

一
号
様
式
（
表
面
）
の
改
正
規
定
中
「□

５０
歳
以
上

」
を
「□

６０
歳
以
上

」
に
改
め
る
部
分
及
び
「満

５０

歳
以
上

」
を
「６０

歳
以
上

」
に
改
め
る
部
分
並
び
に
同
様
式
（
表
面
）
備
考
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
は

平
成
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
七
十
六
号

良
好
な
生
活
環
境
を
保
全
し
、
又
は
郷
土
の
景
観
を
維
持
す
る
た
め
、
次
の
表
に
掲
げ
る
樹
木
を
香
川

の
保
存
木
に
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
七
十
七
号

昭
和
六
十
一
年
香
川
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号
及
び
平
成
五
年
香
川
県
告
示
第
百
九
十
九
号
に
お
い
て

香
川
の
保
存
木
と
し
て
指
定
し
た
樹
木
又
は
そ
の
集
団
の
う
ち
、
次
の
表
に
掲
げ
る
樹
木
の
指
定
を
解
除

す
る
。平

成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

告

示

指

定

番

号

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

一
六
九

長
尾
寺
の
ク
ス
ノ
キ

さ
ぬ
き
市
長
尾
西
六
五
三

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

一
四
六

春
日
神
社
の
ア
キ
ニ
レ

仲
多
度
郡
琴
平
町
榎
井
八
八

―
一

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

指

定

番

号

名

称

所

在

地

指
定
解
除
年
月
日

一
一
七

三
宝
荒
神
宮
の
セ
ン
ダ

ン

木
田
郡
庵
治
町
鎌
野
四
九
二

二

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

指
定
年
月
日

施

術

者

施
術
者
の
住
所

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

平
成
一
七
、

一
一
、
二
八

秦
和
成

香
川
郡
香
川
町
大
野
二

〇
五
九
―
一
〇

は
た
治
療
院

香
川
郡
香
川
町
大
野
二

〇
五
九
―
一
〇

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
七
、
九
、
二
五

塩
江
町
国
民
健
康
保

険
塩
江
病
院

高
松
市
塩
江
町
安
原

上
東
九
九
番
地
一

塩
江
町

高
松
市
塩
江
町
安
原

下
第
二
号
一
六
四
五

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
療
養
型
医
療
施
設

平
成
一
七
、
九
、
二
五

塩
江
町
国
民
健
康
保

険
塩
江
病
院
（
歯
科

）高
松
市
塩
江
町
安
原

上
東
九
九
番
地
一

塩
江
町

高
松
市
塩
江
町
安
原

下
第
二
号
一
六
四
五

居
宅
療
養
管
理
指
導

３
昭
和
３１
年
４
月
１
日
以
前
に
産
ま
れ
た
人
は
、
単
身
申
込
及
び
裁
量
階
層
世
帯
の
「
６０

歳
以
上
」
に
該
当
す
る
者
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
再
開
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
一
号

昭
和
四
十
五
年
香
川
県
告
示
第
千
三
百
二
号
（
農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
等
の
面
積
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「

多
度
津
町

佐
柳
及
び
高
見
の
区
域

詫
間
町

粟
島
の
区
域

三
〇
ア
ー
ル

詫
間
町

粟
島
を
除
く
区
域

表
中

を
」

「

多
度
津
町

佐
柳
及
び
高
見
の
区
域

二
○
ア
ー
ル

三
豊
市

詫
間
町
の
区
域

に
、

」

「

「

三
木
町

全

域

三
豊
市

詫
間
町
を
除
く
区
域

三
木
町

全

域

を
」

「

「

琴
南
町

全

域

仁
尾
町

全

域

豊
中
町

全

域

三
野
町

全

域

琴
南

に
、

を

」

」

「

町

全

域

観
音
寺
市

伊
吹
町
の
区
域

土
庄
町

全

域

池
田
町

全

域

内
海
町

全

域

直
島
町

全

域

多
度
津
町

佐
柳
及
び
高
見
の
区
域

詫
間
町

粟
島
の
区
域

に
、

」

「

観
音
寺
市

伊
吹
町
の
区
域

三
豊
市

粟
島
の
区
域

土
庄
町

全

域

池
田
町

全

域

内
海
町

全

域

直
島
町

全

域

多
度
津
町

佐
柳
及
び
高
見
の
区
域

を

に
改
め
る
。

」

」

平
成
一
七
、
九
、
九

大
西
歯
科
医
院

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
二
九
七
六
番
地
六

大
西
忠
利

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
二
九
七
六
番
地
六

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
七
、
一
〇
、
三
一

や
ま
ぐ
ち
歯
科
医
院

丸
亀
市
垂
水
町
横
井

三
二
四
〇
番
地
四

山
口
秀
歌

丸
亀
市
垂
水
町
横
井

三
二
四
〇
番
地
四

居
宅
療
養
管
理
指
導

再

開

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
七
、
一
一
、
一
六

ど
き
介
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

丸
亀
市
土
器
町
西
四

丁
目
二
四
四
番
地

有
限
会
社
ケ
ア
・
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

丸
亀
市
土
器
町
西
四

丁
目
二
四
四
番
地

訪
問
介
護

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

四
百
三
十
六
号

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

高
松
王
越
坂
出
線
（
十
六
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字
山
ノ
神
一
三
五
八
番

三
地
先
か
ら

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
柿
の
木
谷
三
八
六
七

番
一
地
先
ま
で

一
二
・
二

〜
五
〇
・
六

二
八
七

平
成
十
五
年
香

川
県
告
示
第
三

百
五
十
九
号
、

平
成
十
六
年
香

川
県
告
示
五
百

八
十
二
号
、
平

成
十
六
年
香
川

県
告
示
七
百
五

十
二
号
及
び
平

成
十
七
年
香
川

県
告
示
第
九
十

号
で
変
更
し
た

区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

坂
出
市
高
屋
町
字
塩
口
五
五
七
番
一
地

先
か
ら

坂
出
市
林
田
町
字
東
下
所
二
九
六
番
一

地
先
ま
で

前

四
・
〇

〜九
・
五

一
一
六
〇

旧
道
区
域
の

市
道
移
管

坂
出
市
林
田
町
字
東
下
所
二
九
五
番
二

地
先
か
ら

坂
出
市
林
田
町
字
東
下
所
二
〇
八
番
一

地
先
ま
で

前

二
二
・
〇

〜
二
五
・
〇

三
八
一

県
道
林
田
府

中
線
と
の
重

用
廃
止

坂
出
市
高
屋
町
字
塩
口
五
五
六
番
地
先

か
ら

坂
出
市
林
田
町
字
東
下
所
二
〇
六
番
地

先
ま
で

前

一
六
・
〇

〜
二
九
・
八

一
五
三
五

新
道
部
分

坂
出
市
高
屋
町
字
塩
口
五
五
六
番
地
先

か
ら

坂
出
市
林
田
町
字
東
下
所
二
〇
六
番
地

先
ま
で

後

一
六
・
〇

〜
二
九
・
八

一
五
三
五

新
道
部
分

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

四



の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

志
度
小
田
津
田
線
（
百
三
十
六
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

志
度
山
川
線
（
三
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

丸
亀
詫
間
豊
浜
線
（
二
十
一
号
）

三

道
路
の
区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
三
三
二
五
番
二

地
先
か
ら

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
三
三
一
二
番
地

先
ま
で

前

九
・
二

〜
一
五
・
五

四
八

道
路
維
持
修

繕
工
事
に
よ

る
区
域
変
更

後

一
五
・
五

〜
二
一
・
八

四
八

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

さ
ぬ
き
市
志
度
字
鳥
打
谷
五
二
七
七
番

四
地
先
か
ら

さ
ぬ
き
市
志
度
字
鳥
打
谷
五
二
八
〇
番

五
地
先
ま
で

前

七
・
九

〜
一
一
・
八

四
五

交
通
安
全
施

設
工
事
に
伴

う
現
道
拡
幅

後

九
・
九

〜
一
四
・
〇

四
五

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
東
白
方
字
西

谷
八
〇
一
番
一
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
西
白
方
字
宮

ノ
前
四
四
番
一
地
先
ま
で

前

〇
・
〇

〜
二
三
・
〇

三
五
一

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
二
百
七
十

号
で
変
更
し

た
区
域
の
供

用
及
び
平
成

十
四
年
香
川

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
東
白
方
字
西

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

五



四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

中
土
指
道

第
十
五
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

三

指
定
道
路
の
位
置

丸
亀
市
原
田
町
字
三
分
一
一
七
七
三
―
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
九
九
メ
ー
ト
ル
〜
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

三
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
五
年
十
月
十
七
日
指
道
第
百
四
号
（
香
川
県
告
示
第
千
百
二
十
三
号
）
で
行
っ
た
道
路
の
位
置
の

指
定
を
次
の
よ
う
に
一
部
廃
止
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

中
土
廃
道

第
一
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

三

廃
止
道
路
の
位
置

丸
亀
市
金
倉
町
字
道
下
一
四
三
五
―
六
、
一
四
三
七
―
一
及
び
一
四
三
七
―
二

四

廃
止
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

二
八
・
八
八
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
七
百
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日
香
川
地
域
森
林
計
画
を
た
て
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
計
画
に
係
る
計
画
書
及
び
森
林
計
画
図
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
保
全
課
、
香
川

県
東
部
林
業
事
務
所
、
香
川
県
西
部
林
業
事
務
所
及
び
香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
森
林
整
備
室
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
七
百
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
山
田
地
区
（
第
二
工
区
）

に
お
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、
次
の
従
前
の
土
地
は
、
非
農
用
地
区
域
に
換
地
す
る
土
地
と
し

て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

従
前
の
土
地
の
表
示

公

告

谷
七
九
九
番
一
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
西
白
方
字
宮

ノ
前
八
八
番
一
地
先
ま
で

前

一
〇
・
五

〜
三
一
・
〇

四
三
一

県
告
示
第
七

百
六
十
三
号

で
変
更
し
た

区
域
の
廃
止

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
東
白
方
字
西

谷
七
九
九
番
一
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
西
白
方
字
宮

ノ
前
八
八
番
一
地
先
ま
で

後

一
五
・
〇

〜
四
三
・
〇

四
三
一

所

在

地

番

地

目

用

途

地

積

綾
歌
郡
綾
上
町
大
字
山
田
下
字
内
又

二
〇
九
―
一

田

田

二
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル

教
育
委
員
会
規
則

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

六



県
立
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香

川

県

教

育

委

員

会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

県
立
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
県
立
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

県
立
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
六
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
一
中
学
校
の
表
香
川
県
立
高
瀬
の
ぞ
み
が
丘
中
学
校
の
項
中
「
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
下
勝
間
二

〇
九
三
番
地
」
を
「
三
豊
市
高
瀬
町
下
勝
間
二
〇
九
三
番
地
」
に
改
め
る
。

別
表
一
高
等
学
校
の
表
香
川
県
立
高
瀬
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
香
川
県
立
笠
田
高
等
学
校
の

項
中
「
三
豊
郡
豊
中
町
大
字
笠
田
竹
田
二
五
一
番
地
」
を
「
三
豊
市
豊
中
町
笠
田
竹
田
二
五
一
番
地
」

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
条

県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
中
学
校
の
表
香
川
県
立
高
松
北
中
学
校
の
項
中
「
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
字
岡
一
五
八
三

番
地
一
」
を
「
高
松
市
牟
礼
町
牟
礼
字
岡
一
五
八
三
番
地
一
」
に
改
め
る
。

別
表
一
高
等
学
校
の
表
香
川
県
立
高
松
北
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
香
川
県
立
高
松
西
高
等
学

校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
一
高
等
学
校
の
表
香
川
県
立
高
松
桜
井
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
香
川
県
立
香
川
中
央
高

等
学
校
の
項
中
「
香
川
郡
香
川
町
大
字
大
野
二
〇
〇
一
番
地
」
を
「
高
松
市
香
川
町
大
野
二
〇
〇
一
番

地
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
条

県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
高
等
学
校
の
表
香
川
県
立
小
豆
島
高
等
学
校
の
項
中
「
小
豆
郡
内
海
町
草
壁
本
町
字
上
蔵
田

五
七
番
地
」
を
「
小
豆
郡
小
豆
島
町
草
壁
本
町
字
上
蔵
田
五
七
番
地
」
に
改
め
、
同
表
香
川
県
立
農
業

経
営
高
等
学
校
の
項
中
「
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
北
一
〇
二
三
番
地
一
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
北
一
〇
二

三
番
地
一
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

香
川
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
綾
歌
郡

「
三
豊
市

第
二
条
第
一
項
の
表
中

仲
多
度
郡

を

綾
歌
郡

に
改
め
る
。

三
豊
郡

」

仲
多
度
郡
」

第
五
条

香
川
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
高
松
北
高

「
高
松
桜
井
高
等
学
校

第
二
条
第
一
項
の
表
中
「
高
松
北
高
等
学
校
」
を
削
り
、

を

香
川
中
央

香
川
中
央
高
等
学
校
」

高
松
桜
井

等
学
校

高
等
学
校

に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

高
等
学
校
」

地

域

高

等

学

校

普

通

科

理

数

科

高
松
市
国
分
寺
町

坂
出
高
等
学
校

丸
亀
高
等
学
校

丸
亀
城
西
高
等
学
校

善
通
寺
第
一
高
等
学
校

琴
平
高
等
学
校

高
瀬
高
等
学
校

観
音
寺
第
一
高
等
学
校

観
音
寺
中
央
高
等
学
校

観
音
寺
第
一
高
等
学
校

丸
亀
市
綾
歌
町

小
豆
島
高
等
学
校

三
本
松
高
等
学
校

綾

上

町

土
庄
高
等
学
校

香
川
県
立

高
瀬
高
等
学
校

三
豊
市
高
瀬
町
下
勝
間
二
〇
九
三
番
地

全
日
制

普
通
科

香
川
県
立

高
松
北
高
等
学
校

高
松
市
牟
礼
町
牟
礼
字
岡
一
五
八
三
番
地
一

全
日
制

普
通
科

香
川
県
立

高
松
桜
井
高
等
学
校

高
松
市
多
肥
上
町
一
二
五
〇
番
地

全
日
制

普
通
科

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

七



第
六
条

香
川
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
綾

上

町

第
二
条
第
二
項
の
表
中

を
「
綾

川

町
」
に
改
め
る
。

綾

南

町
」

（
香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
西
讃
教
育
事
務
所
の
項
中
「
三
豊
郡
」
を
「
三
豊
市
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
、
第
四
条
及
び
第
七
条
の
規
定

平
成
十
八
年
一
月
一
日

二

第
二
条
及
び
第
五
条
の
規
定

平
成
十
八
年
一
月
十
日

三

第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定

平
成
十
八
年
三
月
二
十
一
日

香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香

川

県

教

育

委

員

会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
号

香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
修
学
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
こ
と
の
」
を
削
り
、

同
項
第
三
号
中
「
一
・
五
倍
以
下
で
あ
っ
て
、
同
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
に
準
ず
る
程

度
に
困
窮
し
て
い
る
と
教
育
長
が
認
め
た
」
を
「
二
・
〇
倍
以
下
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削

る
。第

三
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
前
条
第
一
号
」
に
、
「
同

項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
号
」
に
改
め
、
「
及
び
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
住
民

票
の
写
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
、

「
（
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
「
以
外
の
場
合
」
に
、
「
同
項
第
三

号
」
を
「
同
条
第
三
号
」
に
改
め
、
「
及
び
住
民
票
の
写
し
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

三

そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
住
民
票
の
写
し

第
五
条
第
一
項
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
五
項
と
し
、
第
一

項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
奨
学
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
に
基

づ
き
、
高
等
学
校
等
に
入
学
し
た
月
の
奨
学
金
の
額
を
、
同
項
に
規
定
す
る
額
に
別
表
第
二
に
定
め
る

額
を
加
え
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

教
育
長
は
、
奨
学
生
の
申
請
に
基
づ
き
、
別
表
第
一
の
上
欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
高
等
学
校
等
の
区

分
及
び
通
学
形
態
（
以
下
「
奨
学
生
区
分
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
奨
学
金
の
額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

教
育
長
は
、
奨
学
生
区
分
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
奨
学
生
が
変
更
後
の
奨
学
生
区

分
に
応
じ
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
最
高
額
を
超
え
る
額
の
奨
学
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い

る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
を
除
き
、
奨
学
生
区
分
に
変
更
が
生
じ
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
分
以
降
の
奨
学
金
の
額

を
当
該
最
高
額
に
変
更
し
、
そ
の
旨
を
当
該
奨
学
生
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

転
学
し
た
と
き
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
二
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
条
各
号
」
に
改
め
、
「
又
は
同
条
第
二
項
各
号
」
を

綾

南

町

三
本
松
高
等
学
校

大
川
東
高
等
学
校

津
田
高
等
学
校

高
松
高
等
学
校

高
松
東
高
等
学
校

高
松
南
高
等
学
校

高
松
西
高
等
学
校

高
松
北
高
等
学
校

香
川
中
央
高
等
学
校

高
松
桜
井
高
等
学
校

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

八



削
る
。

別
表
第
一
を
削
る
。

別
表
第
二
中
「
金

額
」
を
「
金
額
（
月
額
）
」
に
、
「
月
額

一
八
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
五
、
〇
〇
〇
円
、
一
〇
、
〇
〇
〇
円
、
一
五
、
〇
〇
〇
円
又
は
一
八
、
〇
〇
〇
円
の
う
ち
貸
付
け
を
受

け
る
者
が
選
択
す
る
額
」
に
、
「
月
額

二
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
〇
〇
〇
円
、
一
〇
、
〇
〇
〇

円
、
一
五
、
〇
〇
〇
円
、
二
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
二
三
、
〇
〇
〇
円
の
う
ち
貸
付
け
を
受
け
る
者
が
選
択

す
る
額
」
に
、
「
月
額

三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
〇
〇
〇
円
、
一
〇
、
〇
〇
〇
円
、
一
五
、
〇

〇
〇
円
、
二
〇
、
〇
〇
〇
円
、
二
五
、
〇
〇
〇
円
又
は
三
〇
、
〇
〇
〇
円
の
う
ち
貸
付
け
を
受
け
る
者
が

選
択
す
る
額
」
に
、
「
月
額

三
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
〇
〇
〇
円
、
一
〇
、
〇
〇
〇
円
、
一
五
、

〇
〇
〇
円
、
二
〇
、
〇
〇
〇
円
、
二
五
、
〇
〇
〇
円
、
三
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
三
五
、
〇
〇
〇
円
の
う
ち

貸
付
け
を
受
け
る
者
が
選
択
す
る
額
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加

え
る
。

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

高

等

学

校

等

の

区

分

金

額

国
立
又
は
公
立
の
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期

ろ
う

課
程
、
盲
学
校
、
聾
学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
の
高
等

部
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

二
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
三
七
、
〇
〇
〇

円
の
う
ち
貸
付
け
を
受
け
る
者
が
選
択

す
る
額

私
立
の
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
盲

ろ
う

学
校
、
聾
学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
の
高
等
部
、
高
等

専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

三
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
五
七
、
〇
〇
〇

円
の
う
ち
貸
付
け
を
受
け
る
者
が
選
択

す
る
額

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

九



第１号様式（第３条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

高等学校等奨学金貸付申請書

年 月 日

香川県教育委員会教育長 殿

申請者 氏 名 �

香川県高等学校等奨学金貸付条例第３条の規定により香川県高等学校等奨学金の貸付けを受けたい

ので、香川県高等学校等奨学金貸付条例施行規則第３条の規定により申請します。

年 月 日

学年
科

年次

年 月入学

年 月から 年 月まで

自 宅 通 学

自宅外通学

有（ 円 ）・ 無

無 ・ 有（奨学金等の名称 ）

年 月 日

備考１ 該当するものを〇で囲んでください。
２ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

生年月日

電話番号

全日制

定時制

通信制

通学形態

生年月日

電話番号

本 人 と

の 関 係

月額 円

�

ふ り が な

氏 名

住 所

学 校 名 等

希望貸付期間

希望貸付額

入学月の貸付
額加算の希望
の有無

他の奨学金等
の受給の有無

ふ り が な

氏 名

住 所

連
帯
保
証
人

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

一
〇



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
中
第
二
項
を
第
五
項
と

す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
次
に
三
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
二
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

並
び
に
第
十
一
条
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
二
条
第
二
項
各
号
に
該
当
し
て
締
結
さ
れ
て
い
る
香
川
県

高
等
学
校
等
奨
学
金
の
貸
付
け
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
改
正
後
の
第
二

条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
項
の
契
約
の
う
ち
、
奨
学
生
が
改
正
後
の
第
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県
条
例
第

六
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
（
平
成
十
四
年
香
川
県
条
例
第

四
号
）
第
二
条
第
三
号
並
び
に
改
正
後
の
第
二
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

香
川
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香

川

県

教

育

委

員

会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
一
号

香
川
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
香
川
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
（
以
下
「
教
育
長
」
と
い
う
。
）
は
、
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る

者
の
申
請
に
基
づ
き
、
別
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
奨
学
金
の
種
類
（
以
下
「
奨
学
金
の
種
類
」

と
い
う
。
）
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
奨
学
金
の
額
を
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４

教
育
長
は
、
奨
学
金
の
種
類
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
て
い

る
者
が
変
更
後
の
奨
学
金
の
種
類
に
応
じ
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
最
高
額
を
超
え
る
額
の
奨
学

金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
を
除
き
、
奨
学
金
の
種
類
に

変
更
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）

分
以
降
の
奨
学
金
の
額
を
当
該
最
高
額
に
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
転
学
の
届
出
）

第
七
条
の
二

奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
は
、
転
学
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
転
学
届
（
第
二
号
様

式
の
二
）
を
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
に
は
、
転
学
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
奨
学
金
の
額
の
変
更
の
通
知
）

第
七
条
の
三

教
育
長
は
、
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
奨
学
金
の
額
を
変
更
し
た
と
き
は
、
高
等
学

校
等
奨
学
金
貸
与
額
変
更
通
知
書
（
第
二
号
様
式
の
三
）
に
よ
り
、
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

「
月
額

五
、
〇
〇
〇
円
、
一
〇
、

〇
〇
〇
円
又
は
一
四
、
五

別
表
中
「
月
額

一
四
、
五
〇
〇
円
」
を

に
、
「
月
額

〇
〇
円
の
う
ち
貸
与
を
受

け
る
者
が
選
択
す
る
額

」

「
月
額

五
、
〇
〇
〇
円
、
一
〇
、

〇
〇
〇
円
、
一
五
、
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を

〇
円
又
は
二
〇
、
〇
〇
〇

に
、
「
月
額

二
五
、
五
〇
〇

円
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る

者
が
選
択
す
る
額

」

「
月
額

五
、
〇
〇
〇
円
、
一
〇
、

「
月
額

五

〇
〇
〇
円
、
一
五
、
〇
〇

〇
〇

〇
円
、
二
〇
、
〇
〇
〇
円
、

〇
円

円
」
を

二
五
、
〇
〇
〇
円
又
は
二

に
、
「
月
額

三
一
、
五
〇
〇
円
」
を

二
五

五
、
五
〇
〇
円
の
う
ち
貸

〇
〇

与
を
受
け
る
者
が
選
択
す

〇
〇

る
額

」

け
る

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

一
一



、
〇
〇
〇
円
、
一
〇
、

〇
円
、
一
五
、
〇
〇

、
二
〇
、
〇
〇
〇
円
、

、
〇
〇
〇
円
、
三
〇
、

に
改
め
る
。

〇
円
又
は
三
一
、
五

円
の
う
ち
貸
与
を
受

者
が
選
択
す
る
額

」

第
二
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

一
二



第２号様式の２（第７条の２関係）

年 月 日

転 学 届

香川県教育委員会教育長 殿

住 所

氏 名 �

次のとおり転学したので、香川県地域改善対策高等学校等奨学資金貸与条例施行規則第７条の２の

規定に基づき届け出ます。

第 号

国・公立

私 立

第 学年

年 月 日

注意 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

学 年

貸 与 決 定 番 号

学 校 名

課 程 名

学 部 名

学 科 名

転 学 年 月 日

転
学
先

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

一
三



第２号様式の３（第７条の３関係）

年 月 日

高等学校等奨学金貸与額変更通知書

様

香川県教育委員会教育長 �

香川県地域改善対策高等学校等奨学資金貸与条例施行規則第３条第４項の規則により貸与する奨学

金の額を変更したので、同規則第７条の３の規定に基づき通知します。

第 号

変更後

月額 円

年 月分以降の奨学金

変更前

月額 円

貸 与 決 定 番 号

貸与する奨学金の額

貸与する額を変更し
た奨学金

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

一
四



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規

則
の
一
部
改
正
）

２

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規

則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
項
中
リ
を
ヌ
と
し
、
ロ
か
ら
チ
ま
で
を
ハ
か
ら
リ
ま
で
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ロ

規
則
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
転
学
届

●
香
川
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

平
成
十
七
年
香
川
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号
（
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

香

川

県

教

育

委

員

会

「
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
二
十
一
日
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
二
条
」
を
「
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

百
八
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

表
香
川
第
五
採
択
地
区
の
項
中
「
三
豊
郡
」
を
「
三
豊
市
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
一
号

昭
和
三
十
八
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号
（
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
地
方
事
務
局
設
置
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
豊
地
方
事
務
局

三

豊

市

三
豊
市
選
挙
区

教
育
委
員
会
告
示

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

一
五
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香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
二
九
八
号
）

一
六


